
    和歌山県報  第 2605 号 平成 26 年 11 月 4 日（火曜日） 

－ 1 － 

 

 

 

 
 

 目  次 (取扱課室名) ページ 

○ 告示 

1376 生活保護法による介護機関の指定 (福祉保健総務課) ...... 1 

1377 〃 (   〃   ) ...... 1 

1378 〃 (   〃   ) ...... 2 

1379 生活保護法による指定介護機関の変更 (   〃   ) ...... 2 

1380 保安林の指定施業要件変更予定 (森林整備課) ...... 2 

○ 選挙管理委員会告示 

95 政治団体の届出事項の異動の届出  ...... 3 

96 政治団体の解散の届出  ...... 4 

97 政治団体の収支報告書の要旨  ...... 4 

98 政治団体の設立の届出  ...... 4 
 

    告     示 

和歌山県告示第1376号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により介護機関を指定したので、次のとおり告示

する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

申請者の名称 
主たる事務所の 

所  在  地 

指定事業所の 

名    称 

指定事業所の 

所  在  地 
サービスの種類 

指 定

年月日

医療法人辻秀輝整形

外科 

海南市名高178-1 医療法人辻秀輝整形

外科 

海南市名高178-1 介護予防通所介護

・介護予防通所リ

ハビリテーション 

平成 

26.9.1 

 

和歌山県告示第1377号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により介護機関を指定したので、次のとおり告示

する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

申請者の名称 
主たる事務所の 

所  在  地 

指定事業所の 

名    称 

指定事業所の 

所  在  地 
サービスの種類 

指 定

年月日

株式会社グリーンス

マイル 

紀の川市名手市場14

69番地2 

ケアプランセンター

グリーンスマイル 

紀の川市名手市場14

53番地2 

居宅介護支援事業 平成 

26.9.1 

 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 
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和歌山県告示第1378号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により介護機関を指定したので、次のとおり告示

する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

申請者の名称 
主たる事務所の 

所  在  地 

指定事業所の 

名    称 

指定事業所の 

所  在  地 
サービスの種類 

指 定

年月日

株式会社ひとくうか

んめばえ 

紀の川市東大井82番

地31 

ひとくうかんめばえ 紀の川市東大井82番

地31 

訪問介護・介護予

防訪問介護 

平成 

26.9.11 

 

和歌山県告示第1379号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の2の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第4項の

規定においてその例によるものとされる場合を含む。）により指定した介護機関の変更について届出があ

ったので、次のとおり告示する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

届出者 

の名称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定事業所 

の 名 称 

指定事業所

の 所 在 地

サービス

の 種 類
変更事項 変 更 前 変 更 後 

変 更

年月日

株式会社サ

ザンクロス 

有田市野699 サザンクロ

スひかた 

海南市日方15

12-3 

通所介護・

介護予防通

所介護 

指定事業所

の名称変更

デイサービ

スセンター

ハーモニー 

サザンクロ

スひかた 

平成 

26.3.1 

 

和歌山県告示第1380号 

 次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 西牟婁郡白浜町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 干害の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

 次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局地域振興部林務課並びに白浜町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

    選挙管理委員会告示 
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和歌山県選挙管理委員会告示第95号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出が

あったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 
届 出 

年月日 

政党・政治 

団 体 の 別 
備 考

維新の党和歌山県

総支部 

政治団体の名

称 

維新の党和歌山県総支

部 

日本維新の会和歌山県

総支部 

平成 

26.9.22 
政党 

 

維新の党衆議院和

歌山県第2選挙区

支部 

政治団体の名

称 

維新の党衆議院和歌山

県第2選挙区支部 

日本維新の会衆議院和

歌山県第2選挙区支部

平成 

26.9.22 
政党 

 

自由民主党和歌山

市支部連絡協議会 
代表者 宇治田清治 和田秀教 

平成 

26.9.25 
政党 

 

にさか吉伸すさみ

町後援会 

主たる事務所 
西牟婁郡すさみ町周参

見2003 

西牟婁郡すさみ町周参

見4147-1 

平成 

26.9.24 
政治団体 

 

代表者 岩田勉 橋本明彦 

会計責任者 赤堀信男 吉村由美子 

自由民主党新宮支

部 

主たる事務所 新宮市三輪崎1-18-20 新宮市下本町1-1-2 

平成 

26.10.6 
政党 

 

代表者 濱口太史 寺前正和 

会計責任者 宮本昌幸 田中肇 

明友会 会計責任者 上野山善明 中村慶一 
平成 

26.10.6 
政治団体 

 

望月良男後援会 

主たる事務所 有田市宮崎町371 有田市宮崎町338-1 

平成 

26.10.6 
政治団体 

 

代表者 尾藤佳 中谷忠弘 

会計責任者 尾藤文紀 梅本治 

自由民主党和歌山

県宅建支部 
会計責任者 和田靜佳 武田孝夫 

平成 

26.10.7 
政党 

 

和歌山県不動産政

治連盟 

主たる事務所 和歌山市小松原5-1-34
和歌山市紀三井寺169-

45 

平成 

26.10.7 
政治団体 

 

代表者 赤間淳巳 真野賢司 

会計責任者 和田靜佳 武田孝夫 

仁坂吉伸後援会 主たる事務所 
和歌山市北汀丁7 城

西ビル 

和歌山市南汀丁11番地

岡畑ビル1階 

平成 

26.10.9 
政治団体 
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和歌山県選挙管理委員会告示第96号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定による政治団体の解散の届出があったので、

同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政治団体の名称 代表者の氏名 
解 散 

年月日 

届 出

年月日

ふきあげ克之後援会 吹揚マサヱ 
平成 

26.9.19 

平成 

26.9.19 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第97号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第1項の規定による政治団体の収支報告書を受理したの

で、同法第20条第1項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第98号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政治団体の設立の届出があったので、

同法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

  平成26年11月4日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

政党の支部 

 国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 

1以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部 

届出年月日

政治団体の収支報告書（平成24年分）の要旨
　　　　（単位：円）

ふきあげ克之後援会
報告年月日 26.9.11

１　収入総額 41,412
　　　前年繰越額 41,412
２　支出総額 0

政治団体の収支報告書（平成25年分）の要旨

ふきあげ克之後援会
報告年月日 26.9.11

１　収入総額 41,412
　　　前年繰越額 41,412
２　支出総額 0

政治団体の収支報告書（平成26年分）の要旨

ふきあげ克之後援会
報告年月日 26.9.19

１　収入総額 41,412
　　　前年繰越額 41,412
２　支出総額 0
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次世代の党和歌

山市議会第一支

部 

浦平美博 正木潤 和歌山市梅原77番地の17 ○ 
平成 

26.9.26 

 

その他の政治団体 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

いこま勇介後援

会 
生駒直也 生駒順子 和歌山市本町9丁目10番地 

平成 

26.9.29 

はまなか誠也後

援会 
浜中誠也 浜中弥生 西牟婁郡すさみ町周参見4674-1 

平成 

26.10.3 

たばた卓司後援

会 
松川勝二 深海栄子 御坊市名田町野島1648-4 

平成 

26.10.8 
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